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「新しい生活様式」を取り入れた学校での教育活動について 

 

初夏の候 保護者の皆様には、新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組にご理解ご協力

をいただき深く感謝しております。 

さて、丹波市教育委員会の方針に基づき、学校の教育活動が再開されました。本校におい

ても、子どもたちの健康と安全を第一に考え取り組んでいきますのでよろしくお願いいたし

ます。学校再開において、文部科学省が作成した『学校における新型コロナウイルス感染症

に関する衛生管理マニュアル ～「新しい学校の生活様式」～』に基づき、学校での生活を

見直しましたのでお知らせいたします。 

  

記 

１ 「新しい学校の生活様式」を取り入れた感染予防の取り組みについて 

（１） 行動基準 

地域の感染レベル 身体的距離の確保 感染リスクの高い教科活動 

レベル３ 
・生活圏内の状況が、「特定(警戒)都道
府県」に相当する感染状況である地域 

できるだけ２ｍ程度 

(最低１ｍ) 
行わない 

レベル２  

生活圏内の状況が、 

① 「感染拡大注意都道府県」に相当す
る感染状況である地域 

② 「感染観察都道府県」に相当する
感染状況である地域のうち、感染
経路が不明な感染者が過去に一定
程度存在していたことなどにより
当面の間注意を要する地域 

できるだけ２ｍ程度 

(最低１ｍ) 

リスクの低い活動から徐々

に実施 

レベル１ 
・生活圏内の状況が、感染観察都道府
県に相当する感染状況である地域のう
ち、レベル２にあたらないもの 

１ｍを目安に学級内で

最大限の間隔を取るこ

と 

十分な感染対策を行った上

で実施 

現在の丹波市の感染レベルは、「レベル１」とされています。 

 

 



（２）考え方 

学校においても「３つの密」を徹底的に避ける、「マスクの着用」及び「手洗いなどの手

指衛生」など基本的な感染対策を継続する「新しい生活様式」を導入し、感染及びその拡

大のリスクを可能な限り低減しつつ、教育活動を継続し、子どもの健やかな学びを保障し

ていく。 

 

２ 本校の「新しい学校の生活様式」を取り入れた感染予防の取り組みについて 

 （１）手洗い・手指消毒・マスク着用 

① 手洗いは３０秒程度かけて、水と石けんで丁寧に洗います。 

外遊びの後、トイレの後、給食前、掃除の前後、共用物を使用する前後、体育の前

後等に手洗いを徹底し、自分のハンカチを持参し使用させます。 

② 登校直後、教室に入る前、給食前の手指アルコール消毒をします。 

③ 咳エチケット（マスクの常時着用。） 

マスクのつけはずしの時の対応 →ビニール袋（学校からビニール袋を 1枚配布して

います。）に入れておきます。給食時は、マスクはビニール袋又は給食袋にしまいま

す。外し方の指導（耳にかけているゴムを持って外します。） 

④ マスク着用による熱中症予防のため、お茶を多めに持ってきます。 

保護者の方の判断で、必要に応じて市販の経口補水飲料(スポーツドリンク等)を持

たせていただいてもかまいません。別紙にて案内します。 

 

（２）教室等の感染予防対策について 

① 換気を徹底します。 

    可能な限り窓は、常時開けておく。難しい場合は、休み時間ごとに５分から１０分 

程度の換気をする。原則２方向の窓を同時に開ける。ただし室温に注意して、児童

の服装についても配慮する。（必要であれば、うすい上着を持って来ます。） 

今後、暑さが厳しくなり、エアコンを使用する機会が増えます。その際には、窓を

対角線上に開け、扇風機を動かすことで空気の流れを作り使用します。(学校薬剤

師さんとも相談しています。) 

② 机の配置は、1メートル以上開けます。 

児童の机以外の必要最小限のもの以外は、廊下及び特別教室等へ移動させる。 

③ トイレの換気に努め、利用時にはスリッパの使用をします。 

 

（３）授業の中での工夫について 

① 各教科の指導にあたっては、感染防止を徹底したうえで主体的、対話的で深い学び 

の視点からの授業改善を行います。当面の間、近距離での会話、ペアートークや発声、

高唱は避けます。 

【体育】ソーシャルディスタンスを守り、マスクを外して授業をします。 

ボールなどの共用物の使用前後に手洗いを徹底します。 

    【家庭科】当面の間、調理実習を見合わせます。       



【理科】密を避けた少人数での実験や教師などによる演示実験をします。 

② グループ活動・・・複数の教室に分かれて実施します。 

③ 共用物・・・使用前後に手洗いを徹底します。 

タブレット等は使用後、脱脂綿で使用児童が拭き消毒を行います。 

④ 配付物・・・手指消毒をしてから配り係等が配付するようにします。 

⑤ 特別教室（図書室、ひまわりルーム等）・・・手指消毒をしてから利用します。 

 

（４）休み時間等の過ごし方について 

① 会話をする時も近づいて話さない。できるだけ対面をさけるようにします。 

（目安１ｍテープを教室に掲示しています。） 

② できるだけ接触する遊びをしない。 

③ なるべく運動場で遊ぶ。（マスクは、運動場で遊ぶ時はしなくてもよい。） 

④ 雨の日は、一人遊び、読書の推奨をします。 

 

（５）給食について 

① 給食当番の健康状態のチェックをします。 

② 手洗い・手指消毒の徹底をします。 

③ マスク・白衣・帽子を着用して準備します。 

④ 会話を控え、同じ方向を向いて食べるようにします。 

⑤ 給食前に次亜塩素酸ナトリウムによる給食台、児童机の消毒をします。 

 

（６）掃除について 

① 掃除の前後に手洗いをします。 

② ふたつきのゴミ箱に変更しています。当面の間、ゴミ捨ては職員で行います。 

③ トイレ掃除・・・当面の間、放課後に職員で行います。 

           

 （７）教職員による消毒の実施について 

① 給食前に児童机を消毒します。 

② 放課後に児童の手がよく触れる場所を消毒します。 

（トイレのドア・レバー・ふた、手すり、蛇口、教室の児童机など） 

 

（８）登下校について 

1列でマスクを着用して歩きます。ただし、気温が高くなる時期でもあり、息苦しさ

を感じた時にはすぐマスクを外すようにします。熱中症対策として、下校時には、

休憩ポイントを設定して、給水できるようにしています。 

 

 （９）免疫力を高める指導について 

 免疫力を高めるために、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけ 

 る指導をします。 



 （１０）健康観察について 

・健康観察カードを活用して 検温、咳などの体調チェックをします。 

 ・発熱等の風邪症状がある場合は、自宅で休養するようにしてください。 

  

 （１１）その他 

・冷やしタオルについて 

     例年は、自分のタオルを入れた袋をひとつのクーラーボックスに入れて冷やし、

体を冷やすときに使用していましたが、個人のクーラーバックに入れて使用しま

す。冷やしタオルについては、別途案内いたします。 

    ・教科によって教科書等を学校に置いておくなど工夫して、できるだけ荷物が少な

くなるようにします。 

 

３ ６月以降の予定について 

丹波市教育委員会からの５月２６日付け文書でお知らせしましたとおり、学期及び夏季

休業日が次のとおり変更となっています。再度ご確認ください。 
（１）個別懇談会について (児童は１３：４０に一斉下校します) 

7月 ８日（水）１４：００～１７：００ 

長野・大谷・大河・池谷・松ケ端・玉巻・玉巻柏マチ・奥野々・岡本 

    7月 ９日（木）１４：００～１７：００ 

 金屋・野田・パークサイド・１区・３区・４区・５区 

    ７月１０日（金）１４：００～１７：００ 

   ６区・７区・８区・９区・１０区・１１区 

   後日案内文を配布いたします。 

（２）１学期終業式 

８月 ７日(金) 

（３）夏休み 

８月 ８日(土) ～ ２３日(日) 

 （４）２学期始業式 

    ８月２４日（月） 

（５）授業時間の確保 

６月１日(月)～１２日(金)までは、授業時間を４５分→４０分に変更して、午前中

で４時間授業を設けています。また、水曜日は月２回程度、下校時刻は１４：５５

のままで、授業時間を４０分にすることで、６校時までの授業の日を設定して、授

業時間を確保します。 

 ※今後の感染状況により、対応が変わることがあります。その際には、あらためてお知ら

せさせていただきます 

 

  


